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＜＜＜＜平成 20 年度第５回実務者会議（例会）開催＞＞＞＞    

［ 開催日：平成 21 年 3 月 16 日（月） 場所：横浜シティクラブ ］ 

   平成２０年度第５回実務者会議は、会員等４２名が出席し開催されました。 
   今回は、本会特別顧問本郷尚先生（税理士法人タクトコンサルティング代表、 

税理士）による恒例の税制セミナーが行われました。前号「のれん会報第 146 
号」の際にもご案内致しました「平成 21 年度税制改正：資産下落時代における 

  資産対策」に関するご講演があり、大変示唆に富む内容でございました。 
先生からは、ここ数年、税制の改正に関わる事業経営、資産・不動産の運用 

において遭遇する問題の検証と解決に必用なエッセンスにつき解説して頂いて 
おります。また、常日頃は「TACTNEWS」により貴重な情報を会員の皆様へ 
ご案内頂いておりますが、今回新刊の『心をつかめ！コンサルタント』（住宅 
新報社刊）がご紹介され、ご出席の会員多数の方がお求めになりました。 

  この実務者会議ご講演の後、恒例の懇親会が行われました。 

［［［［講演要点講演要点講演要点講演要点］］］］    

    演題：［平成 21 年度税制改正］資産下落時代における資産対策 

  －講演の要点は、以下のとおり。－ 

 １．不動産に関する平成２１年税制改正から 
１）事業用資産の買換特例がある。 
・ 法人・個人の譲渡益課税の繰延べが、平成 23 年 12 月 31 日まで 3 年間延長。 

・  
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・［譲渡資産］→［買換資産］：国内にある土地等、建物、構築物（10 年超所有 

のもの）→国内にある土地等、建物、構築物、機械等（基本的に何でも OK） 
 ２．住宅ローン減税 
  １）控除額の拡充がある。 ① 一般住宅へ平成 21 年中に入居の場合：控除期間 

10 年間、借入金の上限 5,000 万円、控除率 1.0％、最大控除総額 500 万円。 
   ② 長期優良住宅へ平成 21 年中に入居の場合：控除期間 10 年間、借入金の上 
   限 5,000 万円、控除率 1.2％、最大控除総額 600 万円。 
  ２）住民税からの控除（最高 97,500 円）がある。 
   所得税で控除しきれない残額が住民税で控除される。 
 ３．土地の先行取得 
  １）個人・法人が、平成 21 年、平成 22 年中に取得した 
   土地（所有期間 5 年超）を譲渡した場合は、1,000 万円 
   の特別控除が適用される。例えば、土地取得価額 4,000 
   万円のものを 5 年超保有した後、売却価額 5,000 万円と 
   なったとき、譲渡益 1,000 万円に対し特別控除 1,000 万 
   であるため、課税対象所得金は０円とされる。      本郷 尚 先生 
  ２）平成 21 年・平成 22 年に土地等を先行 
   取得した場合、10 年間の先行取得扱いに 
   よる特例措置を受けることができる。 
    例えば、この 2 年の間に土地を取得し、 
   この後 10 年の間に保有土地を売却した 
   場合、譲渡益額×0.8（平成 21 年度取得） 
   又は譲渡益額×0.6（平成 22 年度取得） 
   が圧縮限度額との取扱いになる。この措 

置は法人と個人事業者が適用対象となる。      講演聴講風景 
  ３）法人税制上の欠損金における還付金が 
   ある。（この取扱いを受けるかはトップ 

の決断に係る。） ① 中小法人等の軽減 
税率：平成 21 年 4 月 1 日から平成 23 年 

   3 月 31 日までに終了する各事業年度の所 
   得金額のうち、800 万円以下の金額に対 
   する法人税率を 22％から 18％に引き下げ 
   られる。② 中小法人等の欠損金の繰戻し 

還付：平成 21 年度 2 月 1 日以後に終了す      講演聴講風景 
   る各事業年度において生じた欠損金額に 

ついては、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができる。 
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  例えば 3 月決算会社の場合、平成 20 年 3 月期（平成 19 年度）「黒字」と平成 21 

 年 3 月期（平成 20 年度）「赤字」が相殺できることとなり、平成 20 年度分申告の際 

に平成 19 年度分法人税に係る還付（相殺分）を受けることができる。 

２．資産下落時における対策 

 １）「９割引セール」、「含み損の使い方」については、「タクトニュース No.400」（平 

成 21 年 1 月 13 日付）に掲載されている。経営判断で最も重要なことは、トップが 

  「損切りの決断」をできるか、早期に撤退することに企業の生き残りが掛かる。資 

  産下落を嘆くより損出しの税効果による利益の捻出を考えるべき。 

 ２）下落時の資産対策ケーススタディ：① 個人資産家のテーマは、資産をいつでも 

  売れる状態にする「資産の商品化」、不良資産を優良資産へ「組替え・転換」する 

  ことである。「資産の商品化」こそ実務家のやるべき相続対策である。土地の整備 

  （測量、境界確定、分筆、共有の解消等）、借地の整理、保有物件の整備（修繕、 

  建替え、売却等）を行い即売れる状態に。② 会社オーナーのテーマは、資産相続 

対策である。会社が介在した資産の保有を続け、納税資金、遺産分割資金の準備 

  不足の状態で相続すると銀行等借入金が発生し、株式の整理、役員の整理、名義 

  株の確認、保険受取人等の見直し、借入金補償問題となる。実務家のやるべき対 
  策こそ「資産の商品化」であり、「不良」資産を如何に早期に「優良」資産に変換 
  するかである。 

神奈川県不動産のれん会 会員各位  [平成２１年３月２３日] 

     のれん会親睦ゴルフコンペ開催（ご案内） 
拝啓 陽春の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

早速に、平成２１年度のれん会親睦ゴルフコンペを企画し、 

下記要領で開催致します。つきましては、多数の方々のご参加 

を頂きたく、ご案内申し上げます。          敬具 

 

日 時：平成２１年５月２７日（水）（午前８時２８分 IN スタート）集合時間未定 

場 所：相模カンツリー倶楽部 （神奈川県大和市下鶴間 4018） 

      Tel:046-274-3130 FAX:046-275-9（http://www.h3.dion.ne.jp/~sagamicc/） 

定 員： ５組 ２０名 

申 込： ４月１０日（金）まで 事務局宛に。（１社２名様以上のご参加も可能。） 
但し、先着順受付とし、定員になり次第締め切らせて頂きます。 

参加料：お一人様 10,000 円（1 社 2 名まで、自己負担 5,000 円・のれん 

       会 5,000 円援助。3 名様より全額自己負担 10,000 円となります。） 
プレー代：お一人様  27,000 円（飲食費別概算、各自負担となります。） 
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＜＜＜＜平成 2１年３月度役員会 開催＞＞＞＞    

［平成 21 年 3 月 16 日（月）17：05～17：50］ 
○ 小野会長挨拶： 

会員の皆様この一年間誠に有難うございました。皆様のご協力により、本会 
の活動も先ずは順調に運びました。これからも宜しくお願いします。 

○ 審議事項： 
   今回の役員会では、新年度定例総会に諮る案件を中心に審議が行われた。 
 １）次期会長、副会長、役員、相談役、顧問について 
   小野会長から、去る２月１２日（木）横浜シティクラブにおいて、指名委員 
  会を開催し、平成２１年度からの会長及び副会長の候補者、相談役、顧問に就 
  任願う方、並びに総務部、事業推進部、親睦推進部及び経理部をそれぞれ担当 
  する役員に委嘱する予定の方々につき取り纏めた案が提示され、審議の結果、 

定例総会に報告することが了承された。 
 ２）新年度定例総会（平成 21 年 4 月 27 日（月）開催）の資料について 
   田代総務部長から、事業年度未了につき暫定的な内容であるが事前点検の観 
  点から審議願いたい旨の発言の後、各担当部長から次の事項につき各々提案・ 
  説明が行われた。 
    ①平成 20 年度事業報告及び各部報告（案）について 
    ②平成 20 年度の収支計算書（案）について 
    ③平成 21 年度事業計画及び各部説明（案）について 
    ④平成 21 年度予算案及び説明書（案）について 
   なお、このうち「平成 21 年度事業計画（案）」について、審議に際して訂正 
  が加えられた。４月定例総会の日に、昨年度同様に「記念講演会」を行うこと、 
  ５月に親睦ゴルフコンペを行うこと、更に花火大会観賞を「７月→８月（１日 
  神奈川新聞花火大会観賞）」とすること。 
 ３）新年度定例総会の次第、運営担当者について 
   小野会長から、定例総会次第（案）及び定例総会運営担当者（案）について 
  提案説明が行われ、審議・了承された。 

神奈川県不動産のれん会平成 21 年度（第 23 回）定例総会 

 ○ 日時：平成 21 年４月２７日（月）１７：００～２０：３０ 
 ○ 場所：横浜シティクラブ 

○ 日程：①定例総会 17：00～18：00 （８階 会議室） 
     ②記念講演 18：00～19：00 （８階 会議室） 

       講演者 日本銀行横浜支店長 宮内 篤 様（予定） 
      ③懇親会  19：00～20：30 （９階 大ホール） 
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＜＜＜＜平成 2１年３月度懇親会 開催＞＞＞＞    

 ３月１６日（月）実務者会議（例会）終了後、本年度最後の懇親会が行われ、 
出席者は３０名でした。小野会長が所用のため退席されたが、角野親睦推進部長 
の推薦で石垣一英氏（（株）三井リハウス東京）が司会を担当し開会されました。 

 先ず吉田副会長から、本郷先生のお話に多謝とする言葉と会員の健闘を期待する 
挨拶、続いて添田郁氏（（株）添田土地）から健康が一番との元気な挨拶に続き 

 乾杯の発声があり、和やかな懇談・懇親に入りました。最後は、加藤史朗監事 
（（株）ワタヤコミュニティー）の力強い挨拶と三本締めで終わりとなりました。 

 
 
 

 
 
 
 
 

   懇親会 風景        石垣一英氏      吉田副会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
      懇親会 風景         添田郁氏       松井茂氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
    懇親会 風景       小泉信一氏・藤原晃興氏   加藤史朗氏 

 

 


